
以下の港湾運送事業者に対し、港湾運送事業法の規定に違反する事実が認められたので、行政処分を行った。

港湾名 氏名又は名称 住所 事業の種類 違反項目 該当条項 行政処分の種類 行政処分年月日

博多港 博光運輸(株) 福岡市博多区石城町３番２２号
港湾荷役事業
（条件付き）

事業改善命令違反
港湾運送事業法
第２２条

事業の停止命令 令和５年１２月２６日

港湾運送事業者に対する行政処分について

事業者 違反事項 行政処分事項

備考


